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　提案のとおり取り組む 事業に係る予算額 平成２３年度 平成２４年度

　提案のようには取り組めない（１０へ）

　提案とは違う改革改善に取り組む（１１へ） 千円 千円

【見直しに関するまとめ】

会計

政策名 総
合
計
画
体
系 5

２３

事務事業名

予算科目
目 事業

健康相談の充実

項款

笑顔あふれる安心して暮らせる保健福
祉都市をめざして

－

基本事業名 年度から開始平成

施策名 健康づくり・保健の充実

担当者

健康づくりに関する事業

事業期間

担当係

健康課担当課

健康づくり係

健康増進法（旧老人保健法）法令根拠

担当
課長

－

NO 5

１０ 提案のように取り組めない理由

180 180

　総合保健相談は、市役所、五日市ファインプラザ、あきる野保健相談所において実施しており、年間では市役所と五日市
ファインプラザで各12回実施している。保健相談所では、乳児健康診査の開催に合わせて11回実施しており、相談人員
は、延べ879名となっている。

健康増進法第１７条第１項に基づく健康増進事業と位置付けられている。対象者は、40歳から64歳までの市民となっている
が幅広く相談できるように実施している。

特にない

　この事業は、広報等で広く周知し市民に健診を進めている。また、施設を利用する方にも気軽に立ち寄って健診と相談が
できるようにしている。五日市ファインプラザでの実施については、定期的に利用しているスポーツサークルの方が大半を
占めている。日程の都合から同じサークルの方が多い状況にあり、スポーツ施設ということで利用者の多くが健康に気づか
う方が多い。地域への積極的な保健活動の充実を進め参加者の増加を検討する。

統廃合・連携の可能性の検討（健康生活相談事業・健康づくり意識啓発事業等）

　

　事業を一定期間休止する

　事業を民間に委託する

１２ 総合判定（ヒヤリング後に事務局が記入）

健康づくり関係事業の整理を図る。

「めざせ健康あきる野２１」の取組や「地域イキイキ元気づくり事業」の実施地区数の増加により、事務量が増大しているた
め、拠点事業の見直しや健康づくり意識啓発事業のあり方を検証する必要がある。

１１ 提案とは違う改革改善の内容（取組内容とその効果・予算額等）

７ 事務局からの提案

８ 提案理由

９ 提案に対する担当課の取組

　事業を廃止する

　他の事業と統合する

  【今後の方向性】

　規模を縮小して継続する

　現状維持のまま継続する

　事務処理方法等を改善する

　五日市ファインプラザの総合健康相談は、集客向上と健康づくり意識啓発事業の
周知などを積極的に行い、地域の保健活動を活発化させるために継続するが、周
辺地区での地域イキイキ元気づくり事業でも健康相談や栄養相談などを多数実施
しているため、運営体制等の課題が解決できるように努め、地域イキイキ元気づくり
事業への統合について検討する。
　また、健康課窓口での総合健康相談の実施を検討し、常時相談ができる体制と
相談場所の確保に努め、市役所１階で実施している総合健康相談について見直
す。

3人（保健師2人、
栄養士1人）

６ 事務事業の方向性（改革改善に係る担当課への指示等）

　平成５年度当時、総合健康相談は、市民健診（現在は特定健診）の結果、要指導の方の相談窓口として、対象者に電話
連絡を行い募集をして、市役所で行っていた。また、当時は、医師による相談を実施していたが、平成８年度からは、市保
健師と栄養士の相談へと切り替えた。平成９年度には、保健師の増員により五日市出張所での実施も可能となった。平成１
１年度からは、五日市出張所からファインプラザへ会場を移転している。平成１２年度からは、保健相談所で行われている
育児相談（幼児）の会場でも実施している。平成１６年度から市民健診の要指導の方については、業者委託により生活改善
を行うようになった。業者委託化により総合保健相談の実施回数を市役所とファインプラザで各会場２回／月から１回／月
に減らし、一般市民の気軽な健康相談の場所としている。

５ ２２年度の実績及び２３年度の改革改善内容

３ 事務事業を取り巻く環境（対象者や根拠法令等）の変化等

４ 市民、議会、事業者、利害関係者等からの意見・要望等

２ 事業概要

１ 事業開始の経緯

担当
人数

市民の健康づくりに要する経費


